
船舶インシデント調査報告書 

令和３年７月２８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（絡索） 

発生日時 令和２年９月２２日 ０９時００分ごろ 

発生場所 静岡県焼津市焼津港東方沖 

 焼津港小川外港南防波堤灯台から真方位０９０°６８０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°５１.２′ 東経１３８°２０.３′） 

インシデントの概要  遊漁船天
てん

陽
よう

丸は、漂泊中、本船のシーアンカーがシューピースに絡

まり、運航不能となった。 

インシデント調査の経過 令和２年１２月１８日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

遊漁船 天陽丸、４.２トン 

 ２４１－１０６６０静岡、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北東、風力 ４、視界 良好 

海象：波高 約１ｍ 

 インシデントの経過  本船は、船長が１人で乗り組み、釣り客５人を乗せ、釣り場に到着

後、船首を北東に向けて機関を中立として漂泊し、船長が船首からパ

ラシュート型シーアンカー（以下「パラアンカー」という。）を投入

したところ、パラシュートが開かず、船首が風に圧流されて右舷方に

回り、伸びていたパラアンカーが右舷方の船底に潜り込んで、パラア

ンカーがシューピースに絡んで運航不能となった。 

船長は、航行不能と判断して海上保安庁に救助を要請し、本船は、

間もなく来援した巡視艇にえい
．．

航された。 

船長は、風浪及び船体の動きを考慮し、パラアンカーを投入すべき

であったと、本インシデント後に思った。 

分析 本船は、向かい風の状況下、漂泊中、船長がパラアンカーを船首か

ら投入した際、パラシュートが開かなかったことから、船首が風に圧

流され右舷方に回り、パラアンカーが風下となってシューピースに絡

まり、運航不能となったものと考えられる。 

原因  本インシデントは、本船が、向かい風の状況下、漂泊中、船長がパ

ラアンカーを船首から投入した際、パラシュートが開かなかったた

め、船首が風に圧流され右舷方に回り、パラアンカーが風下となって

シューピースに絡まったことにより発生したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 



 ・船長は、パラシュートが開くように、風浪、潮流及び船体の状況

を考慮した上、パラアンカーを適切に投入すること。 

 


